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高齢者インフルエンザ予防接種について 
予防接種を受けられる方は、接種前に次の注意事項をお読みになり、予診

票をご記入ください。なお、ご自身でのご記入が難しい場合は、代理の方にご記
入いただくこともできます。 

I 注意事項 I 
１ 対象者 

東海市内に住所があり、満６５歳以上（６０歳以上６５歳未満の方で、心

臓・腎臓・呼吸器に手帳１級相当の障害があり、身の回りの生活を極度に

制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で日常生活が

ほとんど不可能な方を含む。）で接種を希望される方（接種は義務ではあ

りません。）に限ります。 

２ 実施期間 
  令和５年１０月１日～令和６年１月３１日 

（市外の医療機関 令和５年１０月１５日～令和６年１月３１日） 

３ 接種費用 
  １，１００円（生活保護受給者の方は無料）で接種できますが、かかりつ

け医からの勧奨などの理由により２回目以降を接種する場合は、助成は

受けられず、全額自己負担となり、医療機関の定める金額をお支払いい

ただきます。 

４ 予防接種を受けることができない方 
  一般的には次のとおりです。 

① 明らかに発熱のある人（通常３７．５℃以上） 

② 重篤な急性疾患にかかっていることがあきらかな人 

③ インフルエンザ予防接種に含まれる成分によって、アナフィラキシーを 

起こしたことがある人 

④ その他医師が不適当な状態と判断した場合 

５ 予防接種の効果 
  インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こ

ります。 

高齢者の方がインフルエンザにかかると、肺炎を伴うなど重症化するこ

とがあります。ワクチン接種によって、インフルエンザにかかりにくくなり、た

とえかかっても症状の重症化を抑えることができ、合併症や死亡する危険

性が抑えられるため、特に高齢者や基礎疾患がある人に対して接種する

ことが勧められています。 



６ 副 反 応 
① 接種部位が赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。 
② 熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるみがある場合があります。 
③ 接種後数日から２週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識 

障害の症状が現れる等の報告があります。 
④ 非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれる 

ことがあります。 
７ 接種後の一般的注意事項 
①  接種後３０分間は、急な副反応が起こることがありますので、医師（医

療機関）とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。 

②  インフルエンザワクチンの副反応の多くは２４時間以内に出現します

ので、特にこの間は体調に注意しましょう。 

③  入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめま

しょう。 

④  接種当日はいつも通りの生活をしてもかまいませんが、激しい運動や

大量の飲酒は避けましょう。 

８ 副反応が起こった場合 
  接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、

繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などが現れたら、医師（医療機

関）の診療を受けてください。 

９ 予防接種健康被害救済制度について 
  インフルエンザ予防接種を受けたことにより、万一健康被害が発生した

場合、国の健康被害救済制度により医療費・医療手当・障害年金等の給

付を受けることができます。 

１０ 新型コロナワクチンとの接種間隔について 
  インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは接種間隔をおく必要はあ

りません。 

 
  ご不明な点がありましたら下記へお問い合せください。 

（問合せ先）東海市役所健康推進課（しあわせ村内） 
    電話 ０５２－６８９－１６００（保健指導担当）内線５１４、５０２ 


